
給油取扱所 予防規程 

 

細 則 2 

関係条項 第 1 条 

屋外物品展示販売を行う給油取扱所 

 

（出火・延焼防止上の留意事項） 

第１条 屋外物品展示販売を行う給油取扱所における出火・延焼防止上の留意事項は、次によるものと

する。 

 

 

（１）物品販売等の業務において、裸火等の火気を使用しない。 

（２）可燃性蒸気が滞留する場所では、防爆構造の機器等を使用する。 

（３）防火塀の周辺では、防火塀の高さ以上に物品等を積み重ねない。 

 （鋼製シャッター付きタイヤボックスを除く。） 

（４）消火器や消火設備の使用の妨げとなる場所に物品を展示等しない。 

（５）顧客の給注油作業に対する監視に影響を及ぼす位置に物品を展示等しない。 

 

（危険物の取扱い作業上の留意事項） 

第２条 屋外物品展示販売を行う給油取扱所における危険物の取扱い作業上の留意事項は、次によるも

のとする。 

 

（１）車両への給油、容器への詰替えや地下タンクへの荷卸し等、危険物の取扱い作業を行う際に必

要な空間を確保する。 

（２）物品の配置や移動等の管理を適切に実施するための運用方法を計画し、必要な体制を構築す

る。 

 

（火災時の避難に関する留意事項） 

第３条 屋外物品展示販売を行う給油取扱所における火災時の避難に関する留意事項は、次によるもの

とする。 

   

 

（１）火災時における顧客の避難について、あらかじめ避難経路や避難誘導体制等に係る計画を策

定する。 

 

（人・車両の動線に関する留意事項） 

第４条 屋外物品展示販売を行う給油取扱所における人・車両の動線に関する留意事項は、次によるも

のとする。 

   

 

（１）物品販売等を行う場所は、人や車両の通行に支障が生じない場所とする。 

なお、この場合において、人・車両の動線をわかりやすく地盤面上に表示することや、ロープ等で

明確にする。 

 


